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議
院
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宗
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君
提
出
外
務
省
の
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国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
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を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
「
国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
、
二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
文
書
（
以
下
「
指
摘
文
書
」
と
い
う
。
）
は
、
外
務
省
と
し
て
「
政
」
と
「
官
」
と
の
適
切
な
関
係
を
維
持
し

て
い
く
た
め
の
方
針
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
個
々
の
外
務
省
職
員
に
対
す
る
職
務
上
の
命
令
と

し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

指
摘
文
書
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。ま

た
、
指
摘
文
書
の
作
成
、
回
付
、
配
付
等
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
者
間
で
協
議
の
上
判
断
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
報
告
は
、
文
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
と
口
頭
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
と
が
あ
る
。

三
に
つ
い
て

指
摘
文
書
に
は
、
作
成
の
当
初
か
ら
作
成
日
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

六
に
つ
い
て

一



指
摘
文
書
の
内
容
が
報
道
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
部
調
査
を
行
う
こ
と
を
含
め
、
外
務
省
と
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

二


